
 

  

 

 

 

 

みなさんご存知ですか？毎年４月１５日は「ゆ(4)い(1)ごん(5)」の日です。 

兵庫県弁護士会では遺言制度利用の周知・普及活動の一環として、 

「遺言・相続」に関する記念イベントを下記のとおり実施いたします。 

どうぞお気軽にご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

各会場へは公共交通機関をご利用下さい。 

西 
 
宮 

日  時 ２０１７年４月１４日（金） １３：３０～１６：００ 

場  所 なでしこホール （西宮市高松町 5-39 なでしこビル 8 階） 

内  容 
13:30～14:30 弁護士による「遺言・相続」に関する講演 

14:30～16:00 「遺言・相続」に関する無料法律相談 

お問合せ先 ℡：06-4869-7613（兵庫県弁護士会阪神支部） 

そ の 他 
定員：講演４０名程度，無料法律相談１２名  

※いずれも当日先着順にて受付いたします。 

芦 

 
屋 

日  時 ２０１７年４月１８日（火） １４：００～１６：３０ 

場  所 芦屋ラポルテホール（芦屋市船戸町４－１ラポルテ本館３階） 

内  容 
14:00～15:00 弁護士による「遺言・相続」に関する講演 

15:00～16:30 「遺言・相続」に関する無料法律相談 

お問合せ先 ℡：06-4869-7613（兵庫県弁護士会阪神支部） 

そ の 他 
定員：講演５０名程度，無料法律相談１２名  

※いずれも当日先着順にて受付いたします。 

尼 
 

崎 

日  時 ２０１７年４月２０日（木） １３：３０～１６：００ 

場  所 
尼崎市立すこやかプラザホールＢ室 
（尼崎市七松町 1-3-1-502 フェスタ立花南館 5 階） 

内  容 
13:30～14:30 弁護士による「遺言・相続」に関する講演 

14:30～16:00 「遺言・相続」に関する無料法律相談 

お問合せ先 ℡：06-4869-7613（兵庫県弁護士会阪神支部） 

そ の 他 
定員：講演５０名程度，無料法律相談１２名  

※いずれも当日先着順にて受付いたします。 

主催：日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会・同阪神支部 

後援：芦屋市・西宮市・尼崎市   

お問合せ先：℡０６－４８６９－７６１３（兵庫県弁護士会阪神支部） 

 


